
社会福祉法人 武蔵村山正徳会

サンシャインホーム

介護予防短期入所生活介護利用契約書

さん（以下「ご利用者」といいます ・）

（ 「 」 ） （ 「 」さん 以下 代理人 といいます 及びサンシャインホーム 以下 施設

といいます）は、施設がご利用者に対して行う 短期入所生活介介護予防
護について、次のとおり契約します。

第１条（契約の目的）

１ 施設は、ご利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、ご

利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるよう 短期入所生活介護介護予防
を提供し、ご利用者は、利用契約書・重要事項説明書の定めを遵守

して生活しそのサービスに対する料金を施設に支払うものとしま

す。

２ 代理人は、ご利用者とともにこの契約に基づく債務を履行し、必

要に応じて施設と協議し、利用者の生活と権利擁護に関わる行為を

行います。また、ご利用中に急性期の医療行為が必要となった際に

は、責任を持ってその事態に対応するものとします。

第２条（契約期間）

１ この契約の契約期間は 平成 年 月 日からご利用者の

要支援認定の有効期間満了日までとします。

２ 契約期間中の利用期間は、第４条第５項のとおりです。

３ ご利用者又は代理人は、利用開始予定日から３日間以上の猶予を

、 、 。おいて 施設に対し 利用期間の変更を申し入れることができます

また、ご利用者又は代理人は、契約期間中であれば、 短介護予防
。 、期入所生活介護の追加利用を申し込むことができます これに対し

施設は、居室が確保できないなど正当な理由がない限り れを断りこ

ません。

４ ご利用者は、利用開始日の午前１０：００以降に入所し、利用終

了日の午後４：３０までに退所するものとします。ただし、状況に

応じ、ご利用者のご希望に応ずることができます。

５ ご利用者及び代理人の意志で、契約期間満了日の翌日から次の要

介護認定の有効期間満了日までの期間を契約期間として契約を自動

更新することができます。この場合、契約期間満了日までに自動更

新後の契約期間中の利用期間を予約するものとします。ただし、他

のご利用者又は代理人の予約により、すでに定員に達している期間



を含めた利用期間は予約できません。

第３条（介護予防短期入所生活介護計画）

短期入所生活介護を相当期間以上にわたり継続してご利介護予防
用される場合、施設は、ご利用者の日常生活全般の状況および希望を

踏まえて、介護支援専門員が作成する「介護予防サービス計画」に沿

って「 短期入所生活介護計画」を作成します。施設はこの介護予防

「 短期入所生活介護計画」の内容をご利用者及び代理人に介護予防
説明し同意（記名押印）を得るものとします。

担当者 生活相談員

電 話 ０４２－５３１－３７４１

第４条（ 短期入所生活介護の提供場所・内容等）介護予防

１ 短期入所生活介護の提供場所及び設備の概要は下記の介護予防
とおりです。

① ご利用場所

東京都武蔵村山市伊奈平４丁目１０番地の２

特別養護老人ホーム サンシャインホーム内

② ご利用可能設備等

居室・食堂・機能訓練室・医務室・集会所・浴室（一般浴槽・特

殊浴槽）等

２ ご利用者が利用できるサービスの内容は下記のとおりです。施設

、 、 。は 下記に定めた内容について ご利用者及び代理人に説明します

①居室

個室６室・２人部屋１室の居室になります。

各室に洗面所・トイレ・専用物入れが用意されています。

②食事

朝食 ８：００ 昼食 １２：００ 夕食 １８：００

原則、各階の食堂にておとりいただきます。

③入浴

ご希望により入浴していただけます。

ただし、状態に応じ、介助浴槽又は特別浴槽をご使用いただきま

す。健康上の理由により入浴ができない場合は、必要に応じ清拭

又は部分浴となる場合があります。

④介護

短期入所生活介護計画に沿って、排泄・入浴・食事等介護予防
の介助、体位変換、シーツ交換、施設内の移動の付添い等を行い

ます。

⑤機能訓練



各階にてリハビリテーションやレクリエーション活動を行いま

す。各階・ベットサイドまたは１階の訓練室にて運動療法・物理

療法・作業療法等機能訓練を行います。

⑥生活相談

生活相談員に、日常生活に関する相談ができます。

⑦健康管理

医務室にて診察や健康相談サービスを受けることができます。

⑧季節食の提供

季節・行事にあわせた献立を用意しております。

⑨療養食の提供

通常のメニューの他に配置医等の指示により一部治療食も対応し

ています。また、嗜好上により代替食もお出しします。

⑩レクリエーション

ご利用中を豊かに過ごして頂くため、ご希望により開催される行

事・クラブ活動等に参加していただけます。

⑪理美容サービス

毎月、理容サービスを実施しております。

理美容を実施している日に、ご家庭での理美容が困難な方は、ご

希望により、あらかじめ施設へ申し込みください。

３ 施設は、ご利用者・代理人その他のご家族の希望、状態等に応じ

て、第２項に定める各種サービスを適切に提供します。

４ 施設は 「 短期入所生活介護計画」が作成されている場、 介護予防
合には、計画に沿ってサービスを提供します。

５ ご利用時間

入所時間 ： ご利用開始日の 午前１０：００

退所時間 ： ご利用終了日の 午後 ４：３０

ただし、ご希望により上記時間以外でも対応します。

６ 施設は、サービス提供にあたり、ご利用者又は他のご利用者等の

生命または身体を保護するための場合を除き、身体的拘束を行いま

せん。また、やむを得ず拘束を必要と判断したときは、ご利用者及

び代理人の合意の上に行います。

、 、７ ご利用者又は代理人は サービス内容の変更を希望する場合には

施設に申し入れることができます。その場合、施設は可能な限りご

利用者のご希望に添うようにします。

第５条（サービスの提供の記録）

１ 施設は、 短期入所生活介護の実施終了後、サービスの介護予防
内容等を書面に記載し、サービスの終了時にご利用者及び代理人に

報告することとします。



２ 施設は、サービス提供記録を作成することとし、介護予防短期入

所生活介護の終了後２年間保管します。

３ ご利用者又は代理人は、ご利用者に関する第２項のサービス実施

記録を閲覧できます。

４ ご利用者又は代理人は、ご利用者に関する第２項のサービス実施

記録の複写物の交付を実費相当額にて受けることができます。

第６条（料金）

お支払いいただく料金の単価は下記のとおりです。

１ 基本料金

（ ） （ ）多床室 円

１日あたりの利用料金 介護保険適用時の１日

あたりの自己負担額

要支援１ ５，３８０ ５３８

要支援２ ６，５９８ ６６０

（ ） （ ）個室 円

１日あたりの利用料金 介護保険適用時の１日

あたりの自己負担額

要支援１ ４，８６９ ４８７

要支援２ ６，０２５ ６０３

２ 送迎代

片道あたりの利用料金は￥１，８８２です。ただし、介護保険適用

時の自己負担は￥１８９です。

３ 滞在費

１日あたり、個室 １，１５０円 ・多床室 ３２０円です

４ 食費

１日あたり、１，３８０円です

＊尚、世帯全員が市町村民非課税の方（市町村民税世帯非課税者）や

生活保護を受けておられる方の場合は、施設利用時の滞在費、食費

の負担が減額されます

５ 日常生活支援費（日常生活において通常必要となるものに係る

費用です）

１日あたり￥１５０です。また、内容は以下のとおりです。

・身体衛生費（洗顔・食事用のおしぼりティッシュペーパー等）

（ 、 、 、 、 、・クラブ・レク活動等の材料費 書道 茶道 園芸 手工芸 調理

音楽等）

・栄養管理外のおやつ代（飲料含む）

・行事等における特別な食事



当施設では、総合的な生活援助の立場から包括的に提供させていた

だきます。

７ その他の料金

・療養食、理美容費等は別途料金がかかります。

第７条（サービスの中止に伴う料金の扱い）

１ 利用開始予定日以前の中止

① ご利用者又は代理人は、施設に対して、利用開始予定日の前日

昼１２時までに通知をすることにより、料金を負担することなく

サービス利用を中止することができます。

② ご利用者又は代理人は、施設に対して、利用開始予定日の前日

昼１２時以降、ご利用当日の午前８時までにサービスの中止を申

し出たときは、ご利用者又は代理人は施設に対してサービスの１

日分の全利用予定料金の３０％をお支払い下さい。

③ ご利用者又は代理人が、施設に対して、利用開始予定日の午前

８時までにサービスの中止を申し出なかったときは、ご利用者又

は代理人は、施設に対してサービスの１日分の全利用予定料金の

１００％をお支払い下さい。

④ ご利用者又は代理人は、上記の②・③の場合でも、ご利用者の

病変・急な入院等やむを得ない事情のときは、事前に施設へ連絡

をすることにより、この限りではありません。

２ 利用期間中の中止

① ご利用者又は代理人は、施設に対して中止前日午前９時までに

申し出ることにより、利用期間中でも退所することができます。

この場合の料金は実際の退所日までの日数を基準に計算します。

② 施設は、ご利用者の体調が良好でなく施設での生活に支障があ

ると判断したとき、又は利用継続によりご利用者に不利益が生じ

ると判断したときは、利用期間中でもサービスを中止することが

できます。この場合の料金は実際の退所日までの日数を基準に計

算します。

③ 第１項、第２項に定める他、利用期間中にご利用者が入院した

ときは、 短期入所生活介護は終了となります。このと介護予防
きの料金は入院日までの日数を基準に計算します。

第８条（支払方法）

１ ご利用者又は代理人は、サービスの対価として前記に定める利用

単位毎の料金をもとに計算された合計額を支払います。

２ 施設は、料金の合計額の請求書に明細を付して、当該月の利用終

了日もしくは、翌月１０日までにご利用者または代理人に交付しま



す。

３ ご利用者又は代理人は、当月の利用請求額を翌月２２日（指定の

預金銀行等が、休日等の場合は翌営業日）に、指定した口座より、

の方法で施設に支払います。口座振替による自動引落とし

、 、※ご利用者又は代理人は 自動引落としシステムの利用に当たって

利用料とは別に引き落とし手数料９０円が計上されますことに同意

します。

（但し、当法人のサービスを複数利用している場合は、法人一括請

求の形式となりますので、お支払いいただく手数料は９０円のみと

なります ）。

４ 施設は、ご利用者又は代理人から料金の支払いを受けたときは、

ご利用者に対し領収書を発行します。

第９条（料金の変更）

１ 施設は、ご利用者及び代理人に対して、１ヶ月前までに文書で通

知することにより利用料および食費等の単価の変更（増額または減

額）を申し入れることができます。

２ ご利用者及び代理人が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に

基づく【契約書】を作成し、お互いに取り交わします。

２ ご利用者又は代理人が、料金の変更を承諾しない場合、施設に対

、 。し文書で通知することにより この契約を解約することができます

第１０条（契約の終了）

１ ご利用者又は代理人は、ご利用者が現にサービスを利用している

期間を除き、施設に対して文書で通知することにより、いつでもこ

の契約を解約することができます。

２ 施設はやむを得ない事情がある場合、ご利用者または代理人に対

して、１ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知するこ

とにより、この契約を解約することができます。

３ 次の事由に該当した場合は、施設は、ご利用者及び代理人に対し

て、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することが

できます。ただし、ご利用者が現にサービスを利用している期間中

は、３０日間の予告期間をおきます。

① ご利用者又は代理人が施設に支払うべきサービス利用料金を正

当な理由なく１ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにも

かかわらずその後１４日間以内に支払われないとき

② ご利用者・代理人及びその他の家族が、施設や同職員又は他の

ご利用者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行っ

たとき。又は以前に同行為を行ったことが判明したとき。

４ 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。



① ご利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）及び要介護１～

５と認定されたとき

② ご利用者が死亡したとき

第１１条（秘密保持）

１ 施設及び同職員は、サービス提供をする上で知り得たご利用者・

代理人及びその他のご家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に

漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。

２ ご利用者又は代理人は、ご利用者の介護予防短期入所生活介護計

画作成のため、他の居宅介護支援事業者・サービス提供者・サービ

ス担当者会議においてご利用者・代理人及びその他のご家族の個人

的情報を用いることに同意します。

第１２条（賠償責任）

１ 施設は、サービスの提供にともなって、施設の法的根拠のある責

めに帰すべき事由によりご利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼ

したときは、ご利用者に対してその損害を賠償します。

２ ご利用者及び代理人は、サービスの利用にともなって、ご利用者

・代理人及びその他のご家族の責めに帰すべき事由により、他のご

利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼしたとき、施設の運営・財

産等に損害を及ぼしたとき、同職員の生命・身体に損害を及ぼした

ときは、その損害を賠償します。

第１３条（緊急時の対応）

施設は、現に介護予防短期入所生活介護の提供を行っているときに

ご利用者の健康状態が急変したとき、その他必要なときは、あらかじ

め届けられた連絡先へ可能な限り速やかに連絡するとともに、医師へ

の連絡等必要な措置を講じます。ただし、費用に関しては、ご利用者

・代理人及びその他のご家族の負担となります。

緊急連絡先

氏 名 続 柄

住 所

電話番号

携帯電話

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ



病院名

医師名

住 所

電話番号

第１４条（相談・苦情対応）

施設は、ご利用者・代理人及びその他のご家族からの相談、苦情等

に対応する窓口を設置し、介護予防短期入所生活介護に関するご利用

者・代理人及びその他のご家族の要望、苦情等に対し、迅速に対応し

ます。

第１５条（連携）

１ 施設は、介護予防短期入所生活介護の提供にあたり、介護支援専

門員及び保健・医療・福祉サービスを提供するものとの密接な連携

に努めます。

２ 施設は、この契約書の写しを介護支援専門員に速やかに送付しま

す。

３ 施設は、この契約の内容が変更された場合又はこの契約が終了し

た場合は、その内容を記した書面の写しを速やかに介護支援専門員

に送付します。なお、第１０条第２項に基づいて解約通知をする際

は事前に介護支援専門員に連絡します。

第１６条（本契約に定めのない事項）

１ ご利用者・代理人及び施設は、信義誠実をもってこの契約を履行

するものとします。

２ この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法

令の定めるところを尊重し、ご利用者・代理人及び施設が誠意を持

って協議のうえ定めます。

第１７条（裁判管轄）

この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、ご利用者・代理人

及び施設は、施設の住所地の裁判所を第一審管轄裁判所とすることに

予め合意します。

この契約書は、平成２１年４月１日現在のものです。今後、厚生労働省

の通達等により契約内容に変更が生じるときは、ご利用者及び代理人へご

通知します。



上記の契約を証するため、本書２通を作成し、ご利用者又は代理人及び

施設が署名押印の上、１通ずつ保有するものとします。

契約締結日 平成 年 月 日

契約者氏名

サービス提供者
指定番号 介護予防短期入所生活介護 東京都第1374900171号

＜提供者名＞ サンシャインホーム

＜住 所＞ 東京都武蔵村山市伊奈平４丁目１０番地の２

＜代表者名＞ 施設長 笹 本 悦 弘 印

ご利用者

＜住 所＞

＜氏 名＞ 印

代理人

＜住 所＞

＜氏 名＞ 印

契約書の説明者

＜事業所名＞ サンシャインホーム

＜住 所＞ 東京都武蔵村山市伊奈平４丁目１０番地の２

＜氏 名＞ 印


